
 

 

令和６年度（２０２４年度）  歳末たすけあい募金運動 

枚方市社会福祉協議会 福祉活動助成事業(社会福祉団体分)実施要領（案） 

 

１．目 的  

歳末たすけあい募金を活用し、その時の福祉課題に柔軟に対応した、各種社会福祉や社会貢献に資す

る活動を支援することを目的に、本助成事業を実施する。 

 

２．助成対象及び助成事業内容 

 

但し、以下に該当する団体は対象外とする 

① 法人格を持っている団体(NPO法人を除く) 

② ボランティア団体 

③ 福祉団体としての活動実績が１年未満の団体 

④ サービスの提供など営利事業を主たる目的とする団体 

 

３．助成事業実施期間 

   令和６年（２０２４年）４月１日～  令和７年（２０２５年）３月３１日の間に行う事業 

 

４．助成額 

各団体  上限３０，０００円  

 

５．募集方法 

（１）令和６年（２０２４年）６月１日号『社協だより』に掲載 

（２）５月下旬より、枚方市社会福祉協議会並びに枚方市ボランティアセンターのホームページに実

施要領、申請書など様式一式を掲載 

（３）実施要領等は社会福祉協議会・総務課で配布 

 

６．助成の申請方法 

所定の申請書と必要書類を下記へ提出する。 

（１）申請書                （２）令和５年度 活動報告及び決算書 

（３）令和６年度 活動計画及び予算書     

※（２）（３）について書式は、自由 

 

７．募集期間 

令和６年（２０２４年）６月３日（月)から２１日(金)まで 

(窓口時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時３０分) 

 

８．選 考 

概ね１５団体に助成する。なお、申請内容に基づき助成の必要性が高いものを選考し決定する。 

 

 

 

助 成 対 象 助 成 事 業 内 容 

市内で社会福祉や社会貢献に資

する活動に取り組む団体 

(会員数が概ね 10人以上) 

自助グループや当事者団体等が実施する、各種啓発や自主的活動（交

流等）に対して助成(飲食を目的とした活動は原則対象外) 



 

 

９．事業完了報告 

   助成事業終了後、事業報告書と必要書類を下記へ速やかに提出。 

   （提出期限   令和７年（２０２５年）４月１４日（月）必着） 

 

１０．助成金の取り消し・返還 

   下記に該当する場合は、助成金の決定を取り消し、すでに助成金が交付されている場合は 

   返還していただきます。 

    ①助成金を申請の内容以外のものに使用したとき 

    ②期限までに報告書が提出されなかったとき 

 

１１．その他 

前年度助成団体で報告書が期限までに提出されていない団体については、本年度助成金の申請ができ

ないものとします。 

 

１２．書類提出及び問い合わせ先 

   社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 総務課 

    〒５７３－１１９１ 枚方市新町２丁目１－３５（枚方市立総合福祉会館４階） 

    TEL ０７２－８４４－２４４３    ＦＡＸ ０７２－８０７－５７７９ 

【提出書類】 

※事業の実施に際して作成した印刷物、購入した物品には「歳末たすけ合い募金運動 助成金事業」と記載、若しく

は表示(タグやネームラベルを貼るなど)をしてください。 

 

書 類 名 説  明 

申 

請 

時 

(1)申請書  ※様式１ 

(2)前年度活動報告及び決算 

(3)当年度活動計画及び予算 

※(2)(3)の書式は、自由 

※初めて申請をされる場合は、上記の書類 

に団体概要（様式５）と会則を添付して 

提出して下さい 

(1)記述しきれない場合は、資料別添可。 

(2)(3)・団体全体の予算・決算になりますのでご注意下

さい。 

・団体で作成しているのものがある場合は、申請

用に作成していただく必要はありま 

せん。 

交
付
決
定
時 

(1)請求書  様式２ 

 

(2)振込口座の通帳の写し 

  

(1)・振込名義は原則的に団体のものに限ります。 

・振込先の支店・口座番号等記入名違いがない 

ようご注意下さい 

 

(2)前年度交付を受けた団体で、口座名義が変わってい

ない団体は、通帳の写しの提出は不要です。 

報 

告 

時 

(1)報告書  様式３ 

 

(2)助成を受けて実施した活動の概要が分

かる資料 

 

(3)領収書の原本 

 ※A4版にまとめること 

 （報告書には貼り付けないで下さい） 

(1)記述しきれない場合は、資料別添可。 

 

(2)実施した事業がわかる資料（当日のプログラムや案

内・チラシ・活動の写真など）を添付してください。

また、備品などは、使用風景がわかる写真を別の A4

の紙に添付していただいてもかまいません。 

(3)領収書の原本を提出して下さい。 

原本の提出が難しい場合は、コピーに団体名・代 

表者の氏名と押印をしたものを提出して下さい。 


